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研究成果の概要（和文）：「天聖令」の条文研究を深化させることを目的として実施した本研究の成果は、①宋代法典
の佚文収集、②唐代法令（格・式を中心とする）の佚文収集、③「天聖令」残巻および『宋刑統』『慶元条法事類』テ
キストの再吟味の3つに集約できる。このうち、①については、北宋末に編纂された「政和勅令格式」と南宋初期に編
まれた「紹興重修勅令格式」を中心として佚文を収集し、それらに基づき宋代法典条文の比較検討を行い、天聖令条文
の歴史的位置づけについて考察した。②については、敦煌・トルファン出土資料を精査し新たな条文を発見した。また
③については、『宋刑統』明鈔本を再検討することにより通行本に修正の余地があることを指摘した。

研究成果の概要（英文）：The purpose of this research project is to make historical character of the 
Tiansheng Statute 天聖令 clearer, and I could have satisfactory results through collection of texts of 
the codes and ordinances in Tang and Song dynasty and analysis on these legal texts themselves. Main 
achievements of this research are as follows: 1) Through comparative analysis of more than 6,000 legal 
text data including more than 1,000 text data of the lost codes and ordinances of Sung dynasty, I could 
make it clear that there are great changes of descriptions between Tiansheng Statute and the codes and 
ordinances of Southern Song dynasty. 2) Some new legal texts of Tang dynasty could be found from Dunhuang 
and Turfan documents. 3) I could point out that the ordinary text of Song Code 宋刑統 should be made 
modifications based on the manuscripts in Ming period.

研究分野： 中国法制史、中国中世・近世の政治制度史
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１．研究開始当初の背景 
1998 年に発見され 2006 年に公開された

「明鈔本天聖令」残巻（以下、「天聖令」）は、
11 世紀前半に編纂された法典の姿を今に伝
える貴重な法制史料である。しかし、本研究
を企画した当時において、「天聖令」は、わ
が国の内外を問わず、散逸した唐令を復原す
るための基礎資料として利用されることが
ほとんどであって、宋代の法典としていかに
位置づけるかを正面から論じた研究は皆無
に等しかった。本研究は、そうした「天聖令」
研究の状況に鑑みて、その史料的性格を実証
的に解明することの必要性を痛感して企画
されたものである。 
 
２．研究の目的 
「天聖令」は、宋王朝が全国統一を成し遂

げ、国家として安定期を迎えようとしていた
11 世紀前半に編纂された法典である。文献史
料の記述から、この法典が、唐令を基礎とし
つつそれに必要最低限の改訂のみを加えた
ものであることは、早くから指摘されていた
が、明鈔本の発見により、言われていた通り
のものであったことが明らかとなった。 
問題は、「天聖令」の個々の条文がそれ以

降に編まれた宋代法典の条文と具体的にど
のように異なっているのか、言いかえれば、
「天聖令」で規定された事項がその後の歴史
的展開、すなわち、いわゆる「唐宋変革」の
大きな歴史のうねりの中で、どのように変化
していったのかということである。これまで
は、こうした問題について財政史・社会史な
どの分野において個別に考察されてきたの
であり、わたし自身も刑罰史について分析す
る中で検討を加えられてきたけれども、それ
を法制史上の変化として考察されたことは
なかった。本研究は、「天聖令」の歴史的位
置づけを明らかにするために、法制史の立場
からこの問題に正面から取り組んだもので
ある。 
 
３．研究の方法 
「天聖令」が発見・公開されたことにより、

従来から知られていた宋代の法典、すなわち
『宋刑統』や『慶元条法事類』等に対する関
心も高まり、啓発的・示唆的な研究成果がい
くつも生み出された。とりわけ、13 世紀初頭
に編纂された『慶元条法事類』の条文と「天
聖令」の条文比較した、稲田奈津子氏や川村
康氏の研究は、時代による差異よりもむしろ
類似点・共通点に注意を喚起し、伝統中国に
おける法典編纂のあり方に新たな見方を提
示したものであり、注目すべき研究成果であ
る。しかし、両法典の編纂時期には約 180 年
の隔たりがあり、その間には幾多の法典が編
纂された。ただそれらの法典はすべて散逸し
てしまっているため、これまでは具体的な条
文比較の試みがなされることはなかった。 
本研究では、近年の研究環境の好転に鑑み、

散逸した宋代法典の逸文を収集して史料集

を構築することにより、「天聖令」・『慶元条
法事類』所収の法令法文との比較検討を試み
た。研究環境の好転とは、関係資料の公開・
出版、およびそれら史料のデータベース化の
進展を指す。無論、個々の史料については信
頼し得るテキストによる校定が必要である
が、これによって資料の収集は飛躍的に効率
化した。 
本研究では、副次的作業として、唐代法典

佚文の収集も行った。20 世紀に精力的に行わ
れた唐令復原研究の成果は偉大であり、「天
聖令」を利用した復原研究が続けられている
今日においても、仁井田陞著『唐令拾遺』
（1933 年）や仁井田陞著・池田温編集代表『唐
令拾遺補』（1997 年）によって築かれた基礎
は、やはり容易には揺るがないと言い得る。
それに較べて、格・式については、未だ佚文
収集が十分に行われているとは言い難い状
況である。こうした現状に鑑み、本研究では、
おもに敦煌・トルファン出土資料から新たな
佚文収集を試みた。これらの出土資料につい
ても、20 世紀末から 21 世紀初頭にかけて、
研究環境（資料公開、特にインターネットを
介した資料公開が画期的に進んだ）が劇的に
改善した分野であり、本研究においてもその
恩恵を十分に受けることができた。 
 
４．研究成果 
さて、前述の宋代法典逸文収集により、延

べ約 1000 条の法令逸文を比較の基礎資料と
して集めることができた。これに『宋刑統』
「天聖令」『慶元条法事類』所収の法令を加
えると 6000 条を超える宋代法令の史料集と
なる。本研究の主眼は、この史料集を縦横に
活用することによって、「天聖令」所収の条
文がその他の宋代法令との類似点と相違点、
さらには条文の変遷過程にまで考察を加え
ることにある。 
近年、「天聖令」所収の条文と『慶元条法

事類』所収の条文とを比較対照した論考が複
数発表されているが、それらはいずれも兩者
の共通性・連続性の側面を強調している。し
かし当然のことながら、天聖令と『慶元条法
事類』とでは編纂時期に 200 年近い開きがあ
り、両者に含まれる条文内容に大きな差異が
あることは言を俟たない。問題は、その差異
がいつごろから顕著になるのか、である。 
本研究で行った初歩的な分析の結果によ

れば、北宋末の政和元年(1111)に編纂された
政和勅令格式と南宋初期の紹興元年(1131)
に編まれた紹興重修勅令格式あたりが重要
な分岐点になるように思われる。その概要に
ついては、平成 26 年 5月 24 日に行った学会
発表「宋代法令研究の可能性―「天聖令」研
究の新展開」にて報告したが、なお詳細な檢
討を加えてゆく必要がある。現在における大
まかな見通しを記せば、次のようになろう。
すなわち、『慶元条法事類』所収の条文は、
北宋末の政和勅令格式までは直接的な継承
関係をもつように思われる。その先の時代、



つまり、王安石の新法改革時代と神宗親政時
代については、収集し得た資料が十分に多く
ないために推測の域を出ないけれども、「過
渡期」と言ってよいように思う。そして、そ
れに先立つ仁宗朝後期に編まれた編勅につ
いては、『慶元条法事類』所収の条文とほと
んど継承関係をもたないように思われるの
である。これらの見通しが、今後継続してな
される資料分析と考察を通じて、さらに突き
詰めて考えてゆく必要があること、言うまで
もない。 
なお、唐代法典の佚文収集作業の過程で、

唐律写本についての重要な発見があり、論文
にまとめた。また、敦煌・トルファンから出
土した唐代法制文献に関する最近の研究状
況についても概要をまとめた。これらの出土
資料は、以前から存在が知られていたもので
あるが、敦煌文献については 20 世紀末から
今世紀初頭にかけて資料公開（写真公開）が
飛躍的に進展し、研究環境が劇的に改善した。
また、トルファン出土文献については、少な
からざる新出資料の公開があり、法制文献に
ついても新たな報告がなされている。本研究
では、こうした研究環境の好転を受けて、改
めて関係資料を博捜し、法典資料を何点か新
たに追加することができた。 
また、本研究開始時には予想していなかっ

た成果として、漢簡語彙に関する辞書、およ
び語彙の考証過程を明らかにした著作の刊
行を挙げておきたい。両者ともに、京都大学
人文科学研究所における共同研究の成果で
あるが、私は本研究の全期間を通じてこの研
究班に積極的に参加し、辞書項目の執筆と語
義の追加・修正を精力的に行った。本研究を
通じて得られた知見も、これらに可能な限り
反映させたつもりである。共著・分担執筆で
はあるが、特に研究成果として追加した所以
である。 
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